
小規模専用水道を新設・増設・改造する場合

必要な書類

・小規模専用水道工事確認申請書

・水道工事設計書

・小規模専用水道施設概要書（台帳）

・添付書類（水道工事設計書に記載） 四街道市小規模水道条例

４条及び７条による

第８条２項による

(留意事項）

申請にあたっては、事前に水道工事設計書の案や図面等を作成し、環境政策課へ相談すること。

施設検査

給水開始届出 受　理

給水開始届出書を提出

給水開始

維持管理 受　理

小規模専用水道の申請の流れ

設　置　者 市

申　請 受　理

当面の間、水質検査月報を提出

審   査

施設検査結果通知を送付

30日以内

工事着手 通　知

確認通知を送付

完   成


